
「週休２日」試行工事実施要領の一部改定 新旧対照表

№１

旧【改定前】 新【改定後】 備 考

（趣旨） （趣旨）

第１条 （略） 第１条 （略）

（目的） （目的）

第２条 （略） 第２条 （略）

（定義） （定義）

第３条 （略） 第３条 （略）

（対象工事） （対象工事）

第４条 （略） 第４条 （略）

（発注形式）

第５条 対象工事については，全て発注者指定方式により発注する 新設

ことを原則とする。

２ 発注者は，特記仕様書に「週休２日」試行工事の対象であるこ

とを明示するものとする。

（実施手続） （実施手続）

第５条 受注者は，施工計画書提出前に「週休２日」試行工事の実 第６条 受注者は，施工計画書提出時に，４週８休以上の休日の取 修正

施の意向について，工事打合簿により発注者と協議し，実施の有無 得計画を記載した「休日取得計画実績表（別紙１参照）」（以下「計

を決定する。なお，「週休２日」試行工事を実施しない場合は，第 画実績表」という。）を発注者に提出する。

２項から第４項までの規定は適用しない。

２ 受注者は，施工計画書提出時に，４週８休以上の休日の取得計 削除

画を記載した「休日取得計画実績表（別紙１参照）)」（以下「計画

実績表」という。）を発注者に提出する。

３ 受注者は，「週休２日」試行工事である旨を工事の標示施設に ２ 受注者は，「週休２日」試行工事である旨を工事の標示施設に 修正

明示する。（別図参照） 明示する。（別図参照）
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№２

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

３ 受注者は，月に１回程度を目安として，現場閉所を確認できる 新設

資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録

安全教育・訓練等の記録資料等）について発注者に提示し，現場閉

所の状況について確認を受けるものとする。

４ （略） ４ （略）

（工事費の積算） （工事費の積算）

第６条 発注者は，４週８休以上の休日を確保した場合の補正係数 第７条 発注者は，４週８休以上の休日を確保した場合の補正係数 修正

を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとする。なお，「週 （別表参照）を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとす

休２日」試行工事を実施しない場合及び実施の結果，４週８休以上 る。なお，現場閉所の達成状況を確認後，４週８休に満たないもの

の休日確保に満たない場合は，その実施状況に応じて補正分を減額 については，補正係数を除した変更を行うものとする。

変更するものとする。

（工事成績評定の取り扱い）

第８条 提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないな 新設

ど，明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった

場合，又は，受注者の責により週休２日を確保できない場合につい

ては，必要に応じて，工事成績評定実施要領における考査項目「７．

法令遵守等」の「８．その他」の項目において，点数を減ずる措置

を講ずるものとする。

なお，対象期間において，月単位の週休２日（28.5％）以上の取

組を達成した場合は，「工程管理」及び「創意工夫」の項目で加点

対象として評価する。

（実施証明） （実施証明）

第７条 「週休２日」試行工事を実施した工事で，４週６休以上の 第９条 週休２日を達成した場合，実施内容を記載した実施証明書 修正

休日を確保した場合は，実施内容を記載した実施証明書（別紙２参 （別紙２参照）を発行する。

照）を発行する。
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№３

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

（留意事項） （留意事項）

第８条 第10条

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

⑸ 受注者が週休２日に取り組む場合，各経費の補正は対象期間全 ⑸ 受発注者間のコミュニケーションを図ることにより，労働環境 修正

体に対する週休２日の達成状況により決定するものとするが，建設 の改善に積極的に取り組み，月単位の週休２日が可能な環境づくり

業の働き方改革を推進する観点から，受注者は１ヶ月ごとに４週８ を推進すること。

休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

⑹ 発注者は，書類の作成負担等を考慮し，新たな資料の作成を求 新設

めない。

附則 附則

この要領は，平成30年４月１日から施行する。 この要領は，平成30年４月１日から施行する。

この要領は，令和元年10月１日から施行する。 この要領は，令和元年10月１日から施行する。

この要領は，令和２年４月１日から施行する。 この要領は，令和２年４月１日から施行する。

この要領は，令和３年10月１日から施行する。 この要領は，令和３年10月１日から施行する。

この要領は，令和４年４月１日から施行する。 この要領は，令和４年４月１日から施行する。

この要領は，令和５年４月１日から施行する。 この要領は，令和５年４月１日から施行する。

この要領は，令和６年４月１日から施行する。 新設
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№４

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

修正
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№５

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

修正



「週休２日」試行工事実施要領の一部改定 新旧対照表

№６

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

修正
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№７

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

修正
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№８

旧 【改定前】 新 【改定後】 備 考

修正


